
学位授与方針（ディプロマ・ポリシー） 

（健康福祉学研究科） 

 

令和元年(2019年)5月1日現在 

 

１．健康福祉学専攻（博士前期課程）の学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）  

【知識の総合的理解】 

 人間の生命と生活及び人間を取り巻く環境について、総合的に理解する能力を身につけて

いる。 

  

【論理的思考力】 

 健康福祉に関する諸課題を解決するための論理的思考力を身につけている。 

  

【高度な連携力と指導力】 

 健康福祉に関する諸課題を解決するための多職種との連携力、及び実践現場の模範となる

指導力を身につけている。 

  

【創造的な実践力と研究力】 

 健康福祉に関する諸課題を解決するための創造的な実践力と研究力を身につけている。 

 

 

２．健康福祉学専攻（博士後期課程）の学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）  

【知識の系統的・統合的理解】 

 健康福祉に関する学問領域の専門知識を深め、健康福祉学を系統的・統合的に理解する能

力を身につけている。 

  

【高度な論理的思考力】 

 健康福祉学に関する課題を解決するための高度な論理的思考力を身につけている。 

  

【高度な実践的研究力】 

 健康福祉学に関する課題を解決するための高度な実践的研究力を身につけている。 

  

【創造力】 

 健康福祉学の発展に寄与する創造力を身につけている。 



 卒業または修了の認定に当たっての基準（健康福祉学研究科） 

 

令和元年(2019 年)5 月 1 日現在 

 

健康福祉学研究科健康福祉学専攻(博士前期課程) 修了要件 

 ２年以上在学し、所定の授業科目を３０単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、

修士論文の審査及び最終試験に合格すること。  

 

◆修士論文（特別研究）について 

修士論文の指導教員及び副指導教員（担当教員）は、学生の希望等を踏まえて入学後４週間

以内に決定し、主たる指導教員１名と関連領域及び他の領域の副指導教員（担当教員）２名からな

る複数教員体制で指導します。 

修士論文の題目は、指導教員及び副指導教員（担当教員）の指導・助言を受けて定め、題目届

を毎学期の初めに研究科長へ提出します。 

修士論文は、指導教員及び副指導教員（担当教員）の指導・助言を受け、指導教員の承認を得

て、研究科長へ提出します。 

修士論文を提出できる学生は、原則２年以上在学し、所定の授業科目を３０単位以上修得した

者（最終試験までに修得し得る見込みの者を含む。）でなければなりません。ただし、修士論文を提

出し得る期限は、入学後４年以内とします。 

◆最終試験及び修了判定 

   最終試験は、修士論文を中心として口述試問によって行われます。 

博士前期課程の修了判定は、研究科教授会が行います。 

◆学位論文審査 

   学位論文審査では、以下の視点にそって総合的に審査されます。 

１ 研究課題の明確化 

２ 先行研究の適切な検討 

３ 研究方法の適切な選択と実施 

４ 新たな知見の提示 

５ 文章作成能力 

 

 

健康福祉学研究科健康福祉学専攻(博士後期課程) 修了要件 

 原則３年以上在籍し、所定の授業科目を２２単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受け

た上、博士論文の審査及び最終試験に合格すること。 

 

◆博士論文（特別研究）について 

博士論文の指導教員及び副指導教員（担当教員）は、学生の希望等を踏まえて入学後４週間

以内に決定し、主たる指導教員１名と複数領域の副指導教員（担当教員）２名からなる複数教員

体制で指導します。 

博士論文の題目は、指導教員及び副指導教員（担当教員）の指導・助言を受けて定め、題目届

を毎学期の初めに研究科長へ提出します。 



博士論文を提出できる学生は、３年以上在学し所定の授業科目を２２単位以上修得した者（最

終試験までに修得し得る見込みの者を含む。）でなければなりません。ただし、博士論文を提出し得

る期限は、入学後６年以内です。 

◆最終試験及び修了判定 

   最終試験は、博士論文を中心として口述試問によって行われます。 

終了判定は、研究科教授会が行います。 

◆学位論文審査 

   学位論文審査では、以下の視点にそって総合的に審査されます。 

１ 副論文の作成 

２ 研究課題の明確化 

３ 先行研究の適切な検討 

４ 研究方法の適切な選択と実施 

５ 新たな知見の提示と学問の発展への貢献 

６ 文章作成能力 
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